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Ⅰ 調査概要 
 

【調査の目的】 

 この調査は、第３次鳥栖市男女共同参画行動計画の施策の実施状況を自己点検し、

広く市民に公表するとともに、施策へ反映するための資料とすることを目的としてい

ます。 

 

 

【調査内容】 

１ 調査対象 

 第３次鳥栖市男女共同参画行動計画に掲げる事業（８７事業） 

  基本目標１ 人権尊重に基づく男女共同参画の意識の形成（１８事業） 

  基本目標２ 男女が共に自立して安心・安全に暮らせるまちの実現（４５事業） 

  基本目標３ 男女がいきいきと働きともに支える社会づくり（２４事業） 

 

２ 調査期間 

 令和６年３月２８日～４月１２日 

 

 

３ 調査項目 

 行動計画及び基本計画に基づく事業について、各担当課において男女共同参画の視

点での実施状況・取組による成果および課題を記載しています。 

 

 

【調査結果の評価方法】 

 各担当課により事業成果及び課題を明らかにした取組状況報告書を作成し、外部委

員会である鳥栖市男女共同参画懇話会から主要事業の評価及び改善策などの提案を

受けます。 

 令和５年度事業については、男女共同参画行政推進会議及び男女共同参画懇話会で

取組状況を報告し、外部評価を実施します。 
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Ⅱ第３次鳥栖市男女共同参画行動計画の推進状況について（令和５年度） 
 

基本目標１ 人権尊重に基づく男女共同参画の意識の形成 
 

数値目標 
策定時 

（R３） 

実績 

（R４） 

実績 

（Ｒ５） 

目標 

（Ｒ14） 

男女共同参画に関する講座等の参加者

数（市民協働推進課）         
1,887人 1,654人 1,500人 3,200人 

男女共同参画に関する講座等の開催数 

（市民協働推進課）      
28講座 36講座 59講座 60講座 

女性人材リストの登録者数 

（市民協働推進課）  
33人 32人 29人 45人 

 

主要施策１ 男女共同参画の理解を広める教育・学習の推進 
 

具体的施策１ 男女共同参画を学ぶ機会の充実 

事業番号 １ 人権教育、家事能力向上・家族の役割と責任の学習 学校教育課 

実施状況 

●中学校ではキャリア教育の一環として家庭科の授業の中で保育学習を行った。 

●各学校において、道徳、特別活動をはじめ、全教育活動を通し、男女が互いに尊重

し、個性や能力を認め合い、心豊かな人間として自立できるよう指導した。また、男

女が協力して取り組む場面を多く設定し、そのことが体感できるよう努めた。 

●小学校において男女混合名簿に統一している。 

●中学校において男女混合名簿に統一している。 

成果・課題 
・保育について実践的に学べた。 

・男女が互いに相手の人格を尊重し、性差を理解した上での協働と、共感の意識の醸

成につながった。 

今後の取組 
・全教育活動を通して、男女が協力し助け合う場面を多く設定し、自主的・実践的な

男女の協力的な態度のさらなる育成を図る。 

 

事業番号 ２ 教職員の研修の実施／話し合いの場の確保 学校教育課 

実施状況 ●市内小中学校ではセクハラ相談体制が整備されている。 

成果・課題 ・各学校でセクハラ研修会を実施しており、セクハラ事案は発生していない。 

今後の取組 ・今年度も各学校、教職員を対象にセクハラ研修会を実施する計画である。 

 

事業番号 ３ 保育園・幼稚園における教育者の研修／話し合いの場の確保 こども育成課 

実施状況 ●人権擁護研修に保育士が参加した。 

成果・課題 ・保育士の人権に対する意識向上を図ることができた。 

今後の取組 ・市内で開催される研修等への参加を呼びかける 

 

事業番号 ４ 職場体験学習の充実／進路指導の充実 学校教育課 

実施状況 

●性別にとらわれることなく職種の学習を行い、各中学校において、実際に働いている

方々を講師として招聘した職業講話や、キッザニア福岡での校外学習、地域での職

場体験を通じ、将来の職業を見通した進学先の選択を指導した。 

●各学校で教科「日本語」や総合的な学習の時間を中心に、マナー検定や進路学習

などによるキャリア教育の実践を充実させた。 

成果・課題 
・個人の能力適性を重視した職業や進学先を選択する職業観の育成につながった。 

・継続的なキャリア教育を実施することができた。 

今後の取組 
・性別にとらわれることなく、個性や能力に応じ、進路選択ができるよう、小中連携を通

し、キャリア教育の充実を図る。 
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具体的施策２ 学習機会への参加を促進する環境づくり 

事業番号 ５ 生涯学習における教育者の研修 生涯学習課 

実施状況 

●社会人権・同和教育指導者養成講座（全５回）にまちづくり推進センター職員（新人

職員）が参加し、人権に関する研修を受けるが、令和５年度は新任センター長１名

を含む７人が参加した。 

成果・課題 ・まちづくり推進センター職員の人権に対する意識づくりにつながった。 

今後の取組 ・令和５年度と同様に研修に参加する。 

 

事業番号 ６ 出前講座・講演会の開催 市民協働推進課 

実施状況 

●市民を対象に弥生が丘・旭・鳥栖北まちづくり推進センターで開催された人権学習

会の中で、外国人や女性、ＬＧＢＴＱ＋等の人権について、市職員による講話を行っ

た。 

成果・課題 ・学習機会は提供しているが、講座の申し込みにつながる工夫が必要である。 

今後の取組 ・イベントと絡めて実施するなど、講座の開催につながるような働きかけを行う。 

 

事業番号 ７ 男女共同参画の視点での講座・講演会等の開催 生涯学習課 

実施状況 

●市民を対象に各まちづくり推進センターで、鳥栖市社会教育指導員による人権・同

和学習会を開催し、人権意識の高揚を図った。 

 ・参加者総数：１１９人 

●市内の企業従業員を対象に人権・同和問題についての研修会を２回開催した。 

 ・参加者総数：８０人 

●市民を対象に人権・同和問題についての研修会を開催した。 

 ・参加者数：３８６人 

成果・課題 
・人権を尊重する社会づくりを推進するため、各種研修会等により、差別意識の解消、

人権意識の高揚に努めた。 

今後の取組 他の人権課題とのバランスを踏まえ実施を検討する。 

 

事業番号 ８ 講座等の開催日時の配慮／託児の実施 関係各課 

実施状況 

【市民協働推進課、生涯学習課、商工振興課】ｌ※創業支援セミナー等託児実施なし 

●託児の実施 

・子育て中の人が安心して催しに参加しやすいように、託児を実施した。 

・男女共同参画セミナー 

・二十歳の式典(託児の設置なし) 

●開催日時の配慮 

市民を対象とした講演会やセミナーなどを開催する際は、働いている人や育児中の

人も参加しやすいように、開催する時間帯を考え開催した。 

 ・男女共同参画セミナー・フォーラム 

 ・各種スポーツ教室 

成果・課題 
・だれもが参加しやすい環境を整えた結果、託児を利用した参加者が増えるなど、集

客につながっている。 

今後の取組 
・引き続き、託児の実施や開催日時の配慮を行い、だれもが参加しやすいような環境

づくりを行う。 
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事業番号 ９ 
自治会、ＰＴＡ、協議会等各種団体への情報提供や講演会等への

参加呼びかけ 
関係各課 

実施状況 

【市民協働推進課】 

●男女共同参画に関するセミナー・フォーラム開催時に、関係団体等に働きかけた。 

・鳥栖市男女共同参画懇話会 

・鳥栖市区長会連合会 

・鳥栖市民生委員児童委員連絡協議会 

・人権擁護委員協議会 

・鳥栖市議会議員 

・鳥栖市教育委員 

●各まちづくり推進センター等の公共施設で、男女共同参画に関するパンフレットやポ

スター等で情報の提供をし、各種講演会等への参加を呼びかけた。 

成果・課題 
・ポスターの掲示のほか、各種団体の集まりに出向き、男女共同参画セミナー・フォー

ラムへの参加推進を図った。 

今後の取組 
・男女共同参画に関するセミナー・フォーラムを開催の際には、各種団体等へ広く参

加を呼びかける。 

 

事業番号 １０ “男女共同参画フォーラム”の開催／各種セミナーの開催 市民協働推進課 

実施状況 

●男女共同参画に関する様々なテーマでセミナーを開催した。（託児実施） 

全９回、参加者総数１５３人 

●ぷち起業セミナーの開催 

・日時：令和５年９月１３日(水)・１１月２１日（火） 

・講師：松永幸子さん（9/13）、嘉村友里さん、新田美由紀さん（11/21） 

・参加者：延べ２４人 

●第２２回男女共同参画フォーラムを開催した。 

日時：令和６年１月１３日(土) 

演題：LGBTQ+をもっと身近に～いないではなく、気づいていないだけ～  

講師：荒牧 明楽（あきら）さん 

参加者：４２人 

成果・課題 

・ぷち起業セミナーを令和５年度は新たに鳥栖商工会議所と共催して２回開

催した。商工会議所と共催することにより、効果的な周知広報と内容の充

実に繋げることができ、より多くの方に参加してもらえた。 

・毎年開催している LGBTQ＋に関する啓発セミナーを、令和５年度は「男女

共同参画フォーラム」のテーマを LGBTQ＋にして開催したことにより、多

くの方に参加していただき、周知啓発に繋げることができた。 

今後の取組 関係団体等と協力して、セミナーのテーマや内容をより充実させる。 

 

事業番号 １１ 男女共同参画に関する人材育成セミナーの開催 市民協働推進課 

実施状況 

●女性のための政策参画セミナーの開催 

   日時：令和６年２月１４日(水) 

演題：女性の参画が地域を変える～思い込まず、思い続ける～ 

講師：池田 宏子さん 

参加者：１８人 

●男女共同参画に関するフォーラムを開催する際には、女性人材リスト登録者に直接

案内を郵送し、知識を深めるため参加について働きかけた。 

成果・課題 

・男女共同参画社会の推進に関わる市民や職員を対象に、男女共同参画について理

解を深めてもらう機会になった。 

・「女性のための政策参画セミナー」には市内の高校生にも参加してもらい、幅広い世

代での意見交換や交流ができ、次代を担う若い世代の意識形成にも効果があった。 

今後の取組 ・引き続き、セミナーを開催する。 
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事業番号 １２ 性的少数者に関する理解促進のための啓発 市民協働推進課 

実施状況 

●令和５年度にＬＧＢＴＱ+に関するパンフレットを中学校や市役所、セミナー等

で配布した。 

●令和５年度はＬＧＢＴＱ+に関する啓発セミナーを「第２２回男女共同参画フォ

ーラム」として開催した。（再掲） 

日時：令和６年１月１３日(土) 

演題：LGBTQ+をもっと身近に～いないではなく、気づいていないだけ～  

講師：荒牧 明楽（あきら）さん 

参加者：４２人 

●市ホームページで、男女共同参画に関する用語紹介のページを作成し、その中で

性的少数者についての理解促進を図った。 

●各セミナー開催時に啓発を行った。 

成果・課題 ・各セミナー開催時や、ホームページ等で啓発を行った。 

今後の取組 
・引き続き、ホームページ等で啓発を行う。 

・ＬＧＢＴＱ+のパンフレットを活用して啓発を行う。 
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主要施策２ 男女共同参画の視点に立った広報・啓発の充実 

 

具体的施策 3 男女共同参画に関する情報等の収集及び提供  

事業番号 １３ 
男女共同参画週間等における特集／男女共同参画関係法令の

普及啓発・関連事業のＰＲ／各種啓発資料の作成・配布 
市民協働推進課 

実施状況 

●男女共同参画週間（６/２３～２９）、女性に対する暴力をなくす運動期間（１１/１２

～２５）の時期に合わせ、市報に特集記事を掲載した。 

●アバンセにて開催された男女共同参画週間（６/２３～２９）に関するパネル展に参

加して、とす男女共同参画市民実行委員会の啓発活動の紹介や広報チラシを配

布した。 

●女性に対する暴力をなくす運動期間（１１/１２～２５）の時期に合わせて、市役所の

エントランスホールで１１/２０～１１/２４にパネル展を開催した。 

●女性の審議会等への参画率、各種セミナー、フォーラムの開催などについて市報や

ホームページに掲載した。 

●家庭での男女共同参画についてのパンフレットを作成し、セミナー開催時に配布し

た。また、ホームページにも掲載し、広く啓発を行った。 

成果・課題 
・各種セミナー等の参加者は、市報やチラシ等を見て参加した方が多く、なお一層の

広報が必要である。 

今後の取組 ・引き続き、市報や市ホームページを活用し、広く情報提供を行う。 

 

事業番号 １４ 
意識調査等の結果の公表／人権・男女共同参画等に関する情

報の提供 
市民協働推進課 

実施状況 

●市のホームページ・市報に掲載した情報 

①セミナー、フォーラムの開催案内 

②女性相談窓口のお知らせ 

●市のホームページに掲載した情報 

①市の女性委員の参画状況の推移 

②ＤＶに関する相談窓口の情報 

③デートＤＶ啓発記事 

④第３次鳥栖市男女共同参画行動計画 

⑤男女共同参画懇話会会議の議事録 

⑥セミナー・フォーラムの開催報告 

⑦こども・若者の性被害相談に関する相談窓口 

⑧悪質なホストクラブ等に関する相談窓口 

成果・課題 
・男女共同参画社会の実現のため、セミナーやフォーラムの開催案内だけでなく、市の

現状等について、情報提供を行った。 

今後の取組 ・引き続き、市ホームページ・市報等を活用し、広く情報の提供を行う。 

 

事業番号 １５ 図書館における男女共同参画に関する図書資料等の充実 生涯学習課 

実施状況 

●男女共同参画に関する様々な情報や図書資料等の充実を図った。 

●男女共同参画週間に合わせて、６月に男女共同参画に関するテーマ展示を行っ

た。 

展示期間：６月２日（金）～７月５日（水） 

成果・課題 
・多くの来館者に閲覧、利用してもらい知識を深める機会となった。 

・より一層の選書を行い偏りのない情報提供に努める。 

今後の取組 
・今後も多くの方へ男女共同参画に関する資料を紹介するため、有効的な広報、展示

に努めたい。 
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事業番号 １６ 人権・男女共同参画等に関する情報の提供 
市民協働推進課 

生涯学習課 

実施状況 

【市民協働推進課】 

●人権・男女共同参画等に関するパンフレットやポスターなどにより、情報の提供を行

った。 

●令和５年度は、令和２年度に作成した LGBTＱ＋に関するパンフレットを市内の全中

学校の３年生（約７００人）、に配布し、市の新規採用職員研修等で市職員に配布

し、市が開催する各種セミナー等でも市民に配布した。 

【生涯学習課】 

●人権週間に合わせて、１２月に重点 17項目に関するテーマ展示を行った。 

 期間：１２月１日～１２月１２日 

成果・課題 ・来庁（館）者に閲覧してもらい、知識を深める機会がつくられた。 

今後の取組 ・引き続き、啓発を行う。 

 

具体的施策４ あらゆる活動に対する男女共同参画の促進 

事業番号 １７ 
地域活動への参加促進／市民活動団体の情報提供／市民活

動センターへの支援 
市民協働推進課 

実施状況 

●男女共同参画の視点に立った「まちづくり推進協議会」の活動 

まちづくり推進協議会は、各地区で作成された１０年後の将来像を明確にする「ま

ちづくり推進計画」に基づき、地域の長所・課題に応じた地域ぐるみの事業を展開し

ている。設立から１０年を迎え、令和３、４年度は各地区で計画見直しを行い、新た

な計画に基づき行動を行っている。 

これまでの婦人会（女性の会）や老人クラブといった性別や年齢に基づく組織だけ

ではなく、自治会や各種団体が連携し、目的や課題に応じた組織（部会制）を構成

することで、幅広い年齢や男女の意見が反映できる、市民主体の地域づくりを目指

している。 

●ＮＰＯ、ボランティア活動を実践されている方や、市民活動をはじめようとされている

方々が、情報交換や、活動を行うための拠点として利用できるとす市民活動センタ

ーに対して、支援を行った。 

成果・課題 
・幅広い年齢や男女の意見が反映できる市民主体の地域づくりのため、より一層の市

民への意識啓発が必要である。 

今後の取組 ・市ホームページ等を利用し、広く市民への啓発を行う。 

 

事業番号 １８ 市民活動団体の支援 市民協働推進課 

実施状況 
●男女共同参画推進活動を行っている団体 (とす男女共同参画市民実行委員会）

に共催、助言、講師紹介等を行い、活動を支援した。 

成果・課題 ・市民活動団体の支援を通して、男女共同参画推進活動の幅が広がっている。 

今後の取組 ・引き続き、とす男女共同参画市民実行委員会等の活動に協力していく。 
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基本目標２ 男女が共に自立して安心・安全に暮らせるまちの実現 

 

数値目標 
策定時 

（R3） 

実績 

（Ｒ４） 

実績 

（Ｒ5） 

目標 

（Ｒ14） 

介護予防サポーター養成人数 

（高齢障害福祉課） 
57人 61人 69人 107人 

3歳児健康診査受診率 

（健康増進課） 
97.3% 98.2％ 98.６％ 98.5％ 

通いの場 

（高齢障害福祉課） 
35ヶ所 42ヶ所 44ヶ所 75ヶ所 

ひとり親向け特定目的住宅 

（建設課） 
17戸 20戸 21戸 20戸 

放課後子ども教室参加こども数 

（市民協働推進課） 
6,580人 7,084人 6,475人 10,400人 

ファミリー・サポート・センター

登録者数（こども育成課） 
1,342人 1,381人 1,237人 1,900人 

地域子育て支援拠点年間利用者数 

（こども育成課） 
27,394人 29,962人 30,861人 36,000人 

DV 等防止に関する広報啓発の実

施回数 
6回 ７回 ７回 14回 

 

主要施策１ 安心・安全な暮らしの推進 

 

具体的施策５ 防災分野における男女共同参画の促進 

事業番号 １９ 
男女共同参画の視点を取り入れた防災計画・マニュアルの整備

／男女共同参画の視点を取り入れた防災訓練の実施 
総務課 

実施状況 

●鳥栖市地域防災計画の修正にあわせて、「女性の視点を踏まえた防災対策の推

進」として、女性による女性用品の配布や男女別トイレの確保などを盛り込んだ。 

●出前講座等の機会を利用して防災における男女共同の啓発を行った。 

・出前講座「災害から身を守るために」：７回 

成果・課題 ・災害時の長期避難の場合、女性用品が不足することが想定される。 

今後の取組 ・女性用品の備蓄の確保を進めていく。 

 

  



10 

主要施策２ 生涯を通じた健康づくりの推進と生活に不安を抱えた人への支援 

 

具体的施策６ 子育てに関するライフステージに応じた支援 

事業番号 ２０ 母子保健事業の推進 健康増進課 

実施状況 

●ほやほや教室（再掲） 

生後２か月児と保護者を対象に、乳児健診や予防接種の受け方の説明、個別の

育児相談を実施した。 

・開催回数：年間２３回 

・参加者数：８８８人（内、父親５０人） 

●ぴよぴよ教室（再掲） 

   生後４か月から６か月までの乳児の保護者を対象に、管理栄養士が離乳食の話

と試食を実施した。 

・開催回数：年間１２回 

・参加者数：３０６人（内、父親２１人） 

●健診（妊婦と乳児は医療機関に委託、他は集団にて実施） 

・妊婦健診…受診者数：延べ未定人（※実績は５月２７日頃判明） 

・乳児健診…受診者数：延べ未定人（※実績は５月２７日頃判明） 

・1歳 6か月児健診…受診者数：５９５人 

・３歳児健診…受診者数：６７０人 

●母子保健推進活動 

・母子保健推進員：５１人 

・訪問件数： ６３７件 

・教室協力： ２９６回 

成果・課題 ・ほやほや教室の回数を月に２回実施し、育児相談の充実を図っている 

今後の取組 ・引き続き、事業実施する。 

 

 

事業番号 ２１ 
ひとり親家庭への経済的支援／ひとり親家庭への自立支援／家

庭児童相談室の設置 
こども育成課 

実施状況 

●ひとり親家庭の母親を対象に、高等職業訓練促進費の支給を行い、就業に結びつ

きやすい資格の取得を支援した。 

・高等職業訓練促進費受給者：１２人 

・高等職業訓練促進費支給延月数：１１９月 

・修了支援給付金：１人 

●母子・父子自立支援員による相談・指導を行った。 

・相談延件数：４９５件 

成果・課題 ・経済面での支援により安心して資格の取得に励めるようになった。 

今後の取組 ・市ホームページ等を利用し、制度の周知に努める。 
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事業番号 ２２ 
経済的に困難を抱える家庭への支援 学校教育課 

教育総務課 

実施状況 

【学校教育課】 

●生活困窮の家庭を訪問して、保護者・児童生徒の困り感を把握し、適切な指導・支

援を行った。 

 ・訪問件数：２７２件 

●フードバンクによる食料支援を行った。支援件数：４６件 

【教育総務課】 

●給食費や学用品費など学校関係費用の一部を就学援助として支給した。 

・支給件数： ８２８件 

成果・課題 
・当該家庭により添った支援を行ったことで、経済的負担の軽減と教委との良好な関

係構築に繋がった。 

今後の取組 ・関係機関との情報共有を密に行い、支援の充実を図る。 

 

事業番号 ２３ 経済的に困難を抱える家庭への支援 建設課 

実施状況 
●配慮が必要な方向けの特定目的住宅（ひとり親世帯）を設定した。 

・ひとり親世帯１戸追加 

成果・課題 ・新たにひとり親世帯向住宅を１戸確保した。 

今後の取組 ・福祉部局との連携を取りながら対応していきたい。 

 

事業番号 ２４ 特別保育事業の充実 こども育成課 

実施状況 

●保護者の多様な勤務形態等に対応するため延長保育事業、一時預かり事業、休

日保育事業、病後児保育事業を実施した。 

 ①延長保育事業 

  保護者の通勤時間や就労時間に配慮し、市内全ての保育所で通常の保育時間を

超えて保育を実施。 

  ・実施箇所数：２１箇所 

  ・利用延べ児童数：１５，８０７人 

 ②一時預かり事業 

保護者等のパート就労や育児不安の解消を図るため、保育所で一時預かりを実

施。 

  ・実施箇所数：６箇所 

  ・利用延べ児童数：１，０１５人 

 ③病後児保育事業 

  保護者の就労支援と児童の健全育成の向上を図るため、病気回復期の児童の保

育を実施。 

・実施箇所数：１箇所 

・利用延べ児童数：２６人 

成果・課題 ・多様化する保育ニーズに対応した。 

今後の取組 ・保護者の多様な勤務形態等に対応するため、引き続き事業の実施・充実に努める。 

 

事業番号 ２５ 放課後児童クラブ事業の充実 生涯学習課 

実施状況 

●就労等により昼間保護者が家庭にいない児童の健全育成を図るため、放課後児童

クラブを開設。 

・放課後児童クラブ数：２０箇所（民設民営含む） 

・受入対象は１年生から６年生 

・利用人数(通年)：７５５名 

・利用人数(長期休暇のみ)：１７４名 

成果・課題 ・年々、申請者が増加傾向にあり、施設の整備等の課題がある。 

今後の取組 ・待機児童の改善のため、環境整備、指導員確保等を行っていく。 
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事業番号 ２６ 
子育て支援総合コーディネート事業の推進／ファミリー・サポート・

センター事業の推進 
こども育成課 

実施状況 

●ファミリー・サポート・センター事業 

子育ての援助を行いたい人（協力会員）と子育ての援助を受けたい人（利用会

員）の会員相互による子育ての援助活動を実施。 

・利用会員：１，０１５人 

・協力会員：１３５人 

・両方会員：８７人 

・利用件数：１，２１３件 

●地域子育て支援拠点事業 

  地域の子育て支援を目的に、親子の交流の場、子育てに関する相談・援助、地域

の子育て関連情報の提供等を行う。全小学校区で開設（９ヶ所） 

・年間利用者数 ３０，８６１人 

成果・課題 ・子育ての多様なニーズに対応した。 

今後の取組 

・引き続き子育ての相互援助活動を実施し、広めていく。 

・会員同士の交流やフォローアップに努める。 

・未就園児の親子の交流の場として引き続き実施する。 

 

事業番号 ２７ 放課後子ども教室の開催 市民協働推進課 

実施状況 

●放課後子ども教室の開催 

放課後等における子どもたちの安全で健やかな居場所づくりを推進するため、各

まちづくり推進センター等において放課後子ども教室を開催した。 

・開催場所：８地区まちづくり推進センターほか 

・開催日数：延べ３５３日 

・参加者数：延べ６，４７５人 

成果・課題 ・地域における子どもの居場所となっている。 

今後の取組 ・引き続き、放課後等における子どもたちの安全で健やかな居場所づくりを推進する。 

 

具体的施策７ 生活に不安を抱えた様々な人との自立と社会参加への支援 

事業番号 ２８ 地域における在宅高齢者の支援 高齢障害福祉課 

実施状況 

●概ね７５歳以上の病弱な一人暮らし等の方のために、緊急救助活動を迅速に行え

るように緊急通報システムを設置した。 

・緊急通報システム利用者：１０６人 

●在宅の概ね６５歳以上の一人暮らし等の高齢者の方で、調理調達が困難な方へ食

の自立支援事業として、昼食や夕食を自宅まで配達し安否確認を行った。  

・配食利用者：１８２人  

●身近な相談機関として介護保険のことや問題のある高齢者やその家族の支援のた

め、市内に４ヵ所地域包括支援センターを設置運営し、個別の地域ケア会議を開催

するなど、社会資源を活用しながら高齢者の総合的な支援を行った。 

・地域ケア会議開催数：２件（令和６年３月現在）  

成果・課題 ・民生委員、地域包括支援センター等と連携を取りながら高齢者の支援を行った。 

今後の取組 ・関係機関との連携をより一層深め、支援を継続する。 
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事業番号 ２９ 
シルバー人材センター事業の支援・拡充／介護予防の担い手の育

成 

高齢障害福祉

課 

実施状況 

●シルバー人材センター事業への支援 
鳥栖市シルバー人材センター運営の支援をすることにより高齢者の就業の機会

の確保、生きがいづくりの支援と社会参加の促進を図った。 
・受託件数：２，６２３件（（R6.2月現在） 
・会員数：３３４人（R6.2月現在） 

●介護予防の担い手の育成 
介護予防に関する一定の知識と経験を有する介護予防サポーターを養成し、介

護予防の担い手の育成を行った。 
・養成講座受講者数 ５６名 

成果・課題 ・令和５年度は、新たに８人の介護予防サポーター養成を行った。 

今後の取組 
・市報等による広報活動に努め、シルバー人材センター事業の周知を図る。 

・引き続き、介護予防の担い手育成に努める。 

 

事業番号 ３０ 介護予防教室の開催 高齢障害福祉課 

健康増進課 

実施状況 

●介護予防事業  

①いきいき健康教室 

   実施回数：３２回、参加人数：４７９人 

②ロコモーショントレーニング教室 

   実施回数：３５回、参加人数：６７７人 

③ＴＯＳＵＳＨＩ音楽サロン 

   実施回数：６４回、参加人数：８６０人 

④ふまねっと運動 

   実施回数：１９０回、参加人数：１，６１０人 

⑤まちづくりシエンひろば 

   実施回数：２３回、参加人数：２０４人 

⑥元気クラブ 

実施回数：９２回、参加人数：５０７人 

⑦元気が出る学校 

  実施回数：４８回、参加人数：４３４人 

⑧地域巡回介護予防検診 

  実施回数：２１回、参加人数：２０９人 

●通いの場立ち上げ支援事業 

 各町区の自主的な介護予防活動である「通いの場」の立ち上げ支援を行った。 

通いの場立ち上げ箇所数：１ヶ所（延べ４４ヶ所）   

●介護予防に関する知識を普及啓発するための講座や教室、食や運動教室等を開

催した。 

事業を通じて参加者同士の交流を図り、自主的な取り組みにつなげる等の工夫

を行い、住民の積極的な参加を促すなど、地域づくりに資する視点を持ち実施した。 

・出前講座：１７回、４３２人 

・自主活動支援： ３２０回、  ５，０７２人  

成果・課題 

・高齢者の身体状況に合わせて多様な介護予防教室を各地区のまちづくり推進センタ

ーで実施した。 

・通いの場の立ち上げ支援を行い、身近な場所での健康づくりや地域コミュニティの強

化を図った。 

・リーダーを中心にまちづくり推進センターで継続実施が出来ている。 

今後の取組 

・参加者が、介護予防の目的や理念を持って参加する意識を高めること。また、高齢

者を支える担い手の確保を行うための事業を継続する。 

・講師派遣による出前講座は高齢障害福祉課と重複するので高齢障害福祉課に整

理する。 
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事業番号 ３１ 高齢者教室の開催 市民協働推進課 

実施状況 

●高齢化社会の中で、いつまでも地域社会の一員として、いきいきと生活するために、

各まちづくり推進センターで多様な情報に接し、学ぶ機会を提供した。 

・鳥栖まちづくり推進センター：いきいき講座、特別講座（認知症予防）等 

・鳥栖北まちづくり推進センター：初めての気功教室、歌って楽しく脳トレ教室等 

・田代まちづくり推進センター：実施なし（一般向けとして実施） 

・弥生が丘まちづくり推進センター：弥生ヘルスアップ教室、楽しく健活センター等 

・若葉まちづくり推進センター：実施なし（一般向けとして実施） 

・基里まちづくり推進センター：グラウンドゴルフ 

・麓まちづくり推進センター：実施なし（一般向けとして実施） 

・旭まちづくり推進センター：おりがみ教室、気功教室 

成果・課題 ・変化の激しい社会情勢や受講者のニーズに対応するため講座の充実に努めた。 

今後の取組 ・講座のテーマや内容の充実に努める。 

 

事業番号 ３２ 
障害のある人の社会参加の促進／障害のある人の自立支援／

障害のある人やその家族等の相談と援助 
高齢障害福祉課 

実施状況 

●外出介護事業  

・延べ利用者数：１９３人 

●日中一時支援事業 

 ・延べ利用者数：３８３人 

●地域活動支援センター事業  

・延べ利用者数：１，６０３人 

●相談支援事業 

・延べ利用者数：７，１４０人 

成果・課題 ・障害者の方の社会参加を促進した。 

今後の取組 ・新規の手帳取得者には、必ず制度の説明を行うなど、引き続き、広報に努める。 

 

具体的施策８ 多様性を尊重する環境の整備 

事業番号 ３３ 庁内の申請書欄の性別欄の廃止や変更 市民協働推進課 

実施状況 

・多様な性への対応のため、庁内各課の申請書の性別欄についての調査を年１回実

施し、性別欄の廃止や変更（国・県様式等で変更できないものを除く）について各課

で検討してもらうきっかけとする。 

【庁内の各課の申請書様式の性別欄調査結果】 

①国・県等の様式 

   性別欄あり：６４件 

   うち市の裁量で廃止の余地があるもの：４件 

②市の様式 

性別欄あり：６８件 

   うち市の裁量で廃止の余地があるもの：３８件 

※【参考】前回の調査結果（令和３年８月時点） 

①国・県等の様式 

   性別欄あり：７１件 

   うち市の裁量で廃止の余地があるもの：４件 

②市の様式 

性別欄あり：８０件 

うち市の裁量で廃止の余地があるもの：４６件 

成果・課題 ・調査を実施することで、申請書の性別欄について意識啓発を図ることができた。 

今後の取組 ・今後も年１回の調査を実施、庁内の申請書欄の性別欄の廃止や変更に取り組む。 

 

事業番号 ３４ 市立中学校の制服の選択制度 学校教育課 

実施状況 ●令和５年度より市立中学校における制服の選択制度を導入した。 

成果・課題 ・生徒の多様性・個性を尊重する意識が向上した。 

今後の取組 ・引き続き、事業実施する。 
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具体的施策９ 生涯を通じた心身の健康支援 

事業番号 ３５ 教育教材等の貸出及び食と健康に関する啓発 健康増進課 

実施状況 

●教育教材等の貸出及び情報提供 

各小中学校に性教育に関する教材の貸出を行った。 

●うらら健康マイレージ（子ども版）を市内全小学校で実施した。 

成果・課題 ・食や健康に関する意識が向上した。 

今後の取組 ・引き続き、事業実施する。 

 

事業番号 ３６ 
乳がんや子宮がん等の各種健診・予防／更年期等に関する相

談 
国保年金課 

実施状況 

●集団健診を保健センター・個別健診を市内指定医療機関で実施した。 

①集団健診：対象者４０～７４歳（年度末年齢）の国保加入者 

   実施回数：年間２０回（すべて がん検診と同時開催） 

②個別健診：対象者４０～７４歳（年度末年齢）の国保加入者 

期間：６月～３月（医療機関の休診日を除く） 

③その他 

料金は集団・個別健診共に共通で５００円で統一し、４０・５０・６０歳、７０歳以上

（年齢は年度末年齢）は無料。検査項目も集団・個別健診は全て同じ。 

   集団健診は土日も実施。 

④特定健診受診率 

・特定健診受診者 （未定、R６年１０月に確定）人 

・特定健診対象者 （（未定、R６年１０月に確定）人 

・受診率 （未定、R６年１０月に確定）％ 

 （受診者・対象者は令和４年度一年間国保の資格を持っている人のみ、受診者に

は特定健診以外に国保ドック助成事業利用者・職場健診の結果の情報提供

者も含む） 

※参考：令和４年度実績（法定報告） 

・特定健診受診者 ７，９１４人 

・特定健診対象者 ３，７８７人  

・受診率 ４７．９％ 

成果・課題 
・受診者数及び受診率を今まで以上に向上させるため、より一層の啓発が必要であ

る。 

今後の取組 
・訪問による受診勧奨に力を入れ、未受診者に健診の必要性等を理解してもらう取り

組みを推進する。 

 

事業番号 ３７ 学校における性教育を含めた健康教育の実施 学校教育課 

実施状況 

●小学校低学年から、「いのちの教育」学習を行い、小学校高学年、中学校では保健

体育の時間を中心に性教育を含めた、健康教育を行った。 

●各中学校で、学校医や保健師を招聘し、性に関する講話を実施した。 

成果・課題 
・異性を尊重する態度を養うことができた。また、性に関する正しい知識や理解につな

がった。 

今後の取組 
・小中連携を通した健康教育の推進を図る。また、外部講師の有効活用を図りなが

ら、性教育を含めた健康教育の一層の推進を図る。 
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事業番号 ３８ スポーツ教室や健康づくり教室等の開催 スポーツ振興課 

実施状況 

●地域スポーツ活性化事業として小学生スポーツ教室や健康スポーツ教室を開催し

た。 

・小学生スポーツ教室 

   ・卓球体験教室 ２回 

・キッズトレーニング教室 ２回 

・バク転・ダンス教室 ２回 

・スポーツ鬼ごっこ ３回 

・楽しいだけの野球教室 ２回 

・女子ソフトボール教室 ３回 

・ミニバスケット教室 ２回 

・健康スポーツ教室 

・ノルディックウォーキング教室 ３回 

・ボディリセット教室 ３回 

・親子でモルック教室 ３回 

・大人のラージボール卓球教室 ３回 

・市民スポーツセミナー（スポーツ等におけるとっさの時の AED講習） １回 

・チャレンジスポーツ体験会 １回 

 開催回数：３０回 参加人数：延べ５７０人 

●地区スポーツ教室を市内８地区で開催した。 

・対象者：地区住民 

・参加者数：延べ１，３５４人 

●ミズ・フレッシュスポーツ教室を開催した。 

・毎週金曜日、年間４６回 

・参加者数：延べ２，１５７人（一般女性） 

●若さはつらつ教室 

・開催時期：５～１２月 

・開催回数：市内８会場（太極拳６回・ヨガ６回） 

・参加定員：各会場３０名（一般男女）※麓のみ２０名 

・参加者数：延べ１，１８５人（太極拳５２２人､ヨガ６６３人） 

●青少年体力づくり事業として少年野球大会、小学生バドミントン大会、中学生ソフトバ

レーボール大会を開催した。 

●鳥栖市ロードレース大会を鳥栖スタジアム発着で開催した。 

・対象者：小学生～一般 

・参加者数：１，１０６人 

●鳥栖市スポーツ・レクリエーション祭を開催した。 

・対象者：一般男女 

・参加者数：５２６人（選手４７２人、役員９１人） 

●小郡市、久留米市、基山町、鳥栖市の住民同士の交流を図るため、クロスロードス

ポーツレクリエーション祭を開催した。 

・開催地：４市町分散開催 

●市民スポーツ大会（地区大会） 

・参加者数：２，８２０人 

成果・課題 

・男女の固定的分担等にとらわれないスポーツの特色を生かし、だれもが参加しやす

い教室や大会の開催に努め、スポーツ環境の充実が図れた。 

・参加者に偏りがなく、多くの市民にスポーツやレクリエーション活動の機会を提供でき

るよう、市報やホームページ等を使い広報していく。 

今後の取組 
・今後もスポーツ環境の充実に努め、市報やホームページ等を使い分かりやすく広報

する。 
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事業番号 ３９ 
性感染症予防等の啓発／女性が自らの身体を大切にすることの

啓発 
健康増進課 

実施状況 

●性感染症の予防 

ＨＩＶ検査普及週間および世界エイズデーにおいて、保健センター内にポスターを

掲示し、パンフレットやチラシを設置した。 

成果・課題 ・ポスター掲示やパンフレット配布により啓発ができた。 

今後の取組 ・引き続き、ポスター掲示やパンフレット配布により、啓発を行う。 

 

事業番号 ４０ 
女性が自らの身体について自己決定を行い、健康を享受する権

利の啓発 

市民協働推進課 

学校教育課 

実施状況 

【学校教育課】 

●中学生を対象に、いのち・性について講演会を開催した。 

・対象者：鳥栖中学校 ２年生１９７名、田代中学校 ２年生２５１名、 

基里中学校 ２年生４０名、鳥栖西中学校２年生１９５名 

・令和５年度：各校年１回実施 

・参加者：６８３人 

●基本、対象は２年生なので、令和５年度は２年生のみを対象に実施。 

成果・課題 ・「人権尊重の意識」や「男女平等観」の育成につながった。 

今後の取組 
・各学校において、専門家等による講話や、あらゆる教科、学校行事等を通して、人権

尊重の意識や性に関する正しい知識・理解の促進を図る。 
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主要施策３ 配偶者間やパートナー間におけるあらゆる暴力の根絶 

 

具体的施策１０ 男女共同参画に関する広報 

事業番号 ４１ 

ＤＶやセクハラ等の防止に関する意識啓発／ＤＶの未然防止のた

めのセミナーや講演会等の開催／女性に対する暴力をなくす運

動週間期間における啓発 

市民協働推進課 

実施状況 

●女性に対する暴力防止に関する啓発を行った。 

・女性に対する暴力をなくす運動期間（１１/１２～２５）の時期に合わせ、市報１１月

号やホームページにＤＶに関する啓発記事を掲載した。（再掲） 

・相談窓口の周知や啓発のため市報やホームページ、市庁舎や市の関連施設に啓 

発のポスターを配布及び掲載した。 

・市内中学校保護者（約２，０００人）に対しデートＤＶについての啓発チラシを配布し 

た。 

・女性に対する暴力をなくす運動期間（１１/１２～２５）の時期に合わせて、市役所 

のエントランスホールで１１/２０～１１/２４にパネル展を開催した。(再掲) 

成果・課題 
・市報やホームページでの啓発や、市内中学校へ啓発チラシを配布するなど、ＤＶ等

について正しい理解の促進を図った。 

今後の取組 
・支援を必要とする人に支援が行き届くよう、相談窓口等の広く周知を図るとともに、被

害を未然に防止するための啓発を行う。 

 

事業番号 ４２ ＤＶの未然防止のためのセミナーや講演会の開催 学校教育課 

実施状況 

●中学生を対象に、いのち・性について講演会を開催した。（再掲） 

・対象者：鳥栖中学校 ２年生１９７名、田代中学校 ２年生２５１名、 

基里中学校 ２年生４０名、鳥栖西中学校 ２年生１９５名 

・令和５年度：各校年１回実施 

・参加者：６８３人 

●基本、対象は２年生なので、令和５年度は２年生のみを対象に実施。 

成果・課題 ・「人権尊重の意識」や「男女平等観」の育成につながった。 

今後の取組 
・各学校において、専門家等による講話や、あらゆる教科、学校行事等を通して、人権

尊重の意識や性に関する正しい知識・理解の促進を図る。 

 

事業番号 ４３ 図書館におけるＤＶ防止に関する図書資料等の充実 生涯学習課 

実施状況 

●ＤＶ防止に関する様々な情報や図書資料等の充実を図った。 

●女性に対する暴力をなくす運動期間に合わせて、１１月にＤＶ防止に関するテーマ

展示を行った。 

・展示期間：１１月１０日～１２月１日 

成果・課題 
・多くの来館者に閲覧、利用してもらい、知識を高める機会になった。 

・より一層の選書を行い偏りのない情報提供に努める。 

今後の取組 
・今後も多くの方へＤＶ防止に関する資料を紹介するため、有効的な広報、展示に努

める。 
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具体的施策１１ 相談体制の充実 

事業番号 ４４ 

相談窓口の周知／庁内相談担当者間の連携強化／被害者の

安全と安心の確保／相談のワンストップ化の推進／被害者の特

性に応じた相談体制の確立 

市民協働推進課 

実施状況 

●ＤＶ被害相談窓口の周知 
女性に対する暴力をなくす運動（１１月１２日～２５日）にあわせ、ＤＶ被害者から

の相談機関に関する情報を市報やホームページに掲載し、周知を図った。（再掲） 
●女性総合相談窓口開設啓発カードの設置 

名刺サイズ（２つ折り）１，６４０枚を、市内公共施設及び市内医療機関（５８ヶ所）
の女性用トイレ等に設置依頼。 

●ＤＶ被害相談窓口のワンストップ化 
相談者の負担を軽減し迅速に対応するために関係課と連携し相談窓口のワンス

トップ化に努めた。 

●ＤＶ被害者支援関係課の職員を対象とした連携会議を開催し、講師を招き、研修を

行うとともに、ＤＶ被害者支援についての意見交換等を行った。 

成果・課題 
・関係課の担当者間での情報共有を図ることで「ワンストップ化」に対する意識が高ま

り、円滑な対応につながっている。 

今後の取組 ・相談窓口の周知を行うとともに、関係課で連携をし、被害者の支援を行う。 

 

事業番号 ４５ 庁内相談担当者間の連携強化／被害者の安全と安心の確保 国保年金課 

実施状況 
●関係各課と連携を図り、国民健康保険に関する相談に応じ、被害者の支援に努め

た。・相談件数：２件 

成果・課題 

・関係各課と連携して対応し、被害者の安全と安心の確保ができた。 

・マイナンバーカードを被保険者証として使えることになった等マイナンバーカードの普

及に伴う、情報漏洩の危険性の回避策等について取組みを強化する必要がある。 

今後の取組 ・相談者の個々の状況に応じて今後も関係課と連携し、対応していく。 

 

事業番号 ４６ 庁内相談担当者間の連携強化／被害者の安全と安心の確保 税務課 

実施状況 

●各種証明書発行事務については、被害者本人が来庁した場合のみ発行を行い、そ

の際は顔写真付き身分証明書の提示を求め本人確認を徹底している。また、発行

前に市民課へ証明書発行に問題がないか確認をしている。 

●被害者本人以外の者が来庁した場合は、関係課へ照会するとともに委任状を持参

していても証明書等の発行は行わない。 

成果・課題 ・関係課と情報共有することで安全の確保ができた。 

今後の取組 ・引き続き関係課と情報共有に努める。 

 

事業番号 ４７ 庁内相談担当者間の連携強化／被害者の安全と安心の確保 高齢障害福祉課 

実施状況 

●障害者虐待防止センターの設置 

・実施日：月～金（土日・祝日・夜間についても対応） 

・延べ相談件数：５７件 

●高齢者虐待コア会議の開催 

・延べ開催件数：５件 

成果・課題 ・関係機関と連携し対応した。 

今後の取組 
・引続き、障害者虐待防止センター、地域包括支援センター等との連携を行う。 

・必要に応じ、適切に会議を開催する。 

 

事業番号 ４８ 
庁内相談担当者間の連携強化／被害者の安全と安心の確保／

相談のﾜﾝｽﾄｯﾌﾟ化の推進 
こども育成課 

実施状況 

●婦人相談員の配置、女性総合相談窓口の設置 

・実施日：月、水、木、金 ９：００～１７：００ 

・期間：令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで 

・延べ相談件数：１５６件（うちＤＶ相談件数：６９件） 

成果・課題 ・窓口の統合により相談者の負担軽減になった。 

今後の取組 ・被害が深刻化する前に、早期相談につなげる 
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事業番号 ４９ 
庁内相談担当者間の連携強化／被害者の安全と安心の確保／

相談のワンストップ化の推進 
健康増進課 

実施状況 

●連携強化 

・庁内相談担当者会議等の開催がある場合は出席する。 

・ＤＶ等に関する相談を受けた時は、状況を把握し、関係機関に連絡し、情報を提

供する。 

成果・課題 
・関係課の情報共有を図ることで、被害者の安全確保に繋がった。 

・担当者が変わっても情報共有を安全かつ確実に行う必要がある。 

今後の取組 ・ＤＶ担当職員を各係に 1人配置し、被害者情報の管理を行う。 

 

事業番号 ５０ 
庁内相談担当者間の連携強化／学校におけるスクールカウンセ

ラーの配置及び相談 
学校教育課 

実施状況 

●市内各小中学校へスクールカウンセラーを配置 

・配置数：６人（公認心理士） 

・内容：毎月保護者に周知し、児童・生徒及びその保護者の相談を受ける。 

（予約制、１件１時間程度） 

・延べ相談件数：７４４件 

成果・課題 

・学校生活への適応が困難な児童生徒やいじめ・不登校などへの対応、保護者の相

談等の実施により、児童生徒や保護者が抱える個々の問題解決につなげることがで

きた。 

今後の取組 
・相談体制を充実させ、児童生徒及び保護者の支援強化を図る。（カウンセラー事業

の周知や校内支援体制の強化） 

 

事業番号 ５１ 庁内相談担当者間の連携強化／被害者の安全と安心の確保 市民課 

実施状況 

●ＤＶ被害者に対する住民基本台帳事務における支援を実施した。 

○市内者 

・更新：４４件（１０３人） 

・新規：１４件（３８人） 

・終了：１２件（２１人） 

 ○市外者 

・更新：４５件（９８人） 

・新規：２７件（４８人） 

・終了：１９件（３５人） 

○支援にいたらない件数：３件 

●関係課と連絡し支援を行った。 

○関係各課との連携 

・こども育成課：１４件（３８人） 

成果・課題 

・アクロ端末の証明書発行停止や関係各課へのメールにより対象者を周知すること

で、関係課と連携ができた。 

・新規の相談は、女性はこども育成課の女性相談員による聴き取りを行った。 

今後の取組 
・「ＤＶ被害者支援マニュアル」や「ＤＶ等の被害者支援における被害者に係る情報の

保護に関する事務取扱要領」に基づき各課と連携していく。 

 

事業番号 ５２ 庁内相談担当者間の連携強化／被害者の安全と安心の確保 建設課 

実施状況 ●ＤＶ被害者等についても、他課と連携し相談を受け付けている。 

成果・課題 ・ＤＶ被害者に対して適切な対応ができるよう、関係課と情報共有を図った。 

今後の取組 ・福祉部局と連携を取りながら対応していく。 
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事業番号 ５３ 相談員や担当職員の研修等への積極的参加 市民協働推進課 

実施状況 

●担当職員の研修 

女性の様々な相談に適切に対応するため、各種会議及び研修会へ積極的に参

加した。  

佐賀県ＤＶ関係連携会議：１回、研修会：１回 

成果・課題 
・各種研修会や会議に参加することで、ＤＶを取り巻く複雑な状況への認識が深まり、

適切な対応を行えるようになった。 

今後の取組 
・支援を必要とする人に対して適切に支援できるように、各種会議及び研修会に参加

し、関連機関との連携を図る。 

 

事業番号 ５４ 
相談員や担当職員の研修等への積極的参加／女性相談員の

設置と相談 
こども育成課 

実施状況 

●婦人相談員の配置及び女性総合相談窓口の設置（再掲） 

・実施日：月、水、木、金 ９：００～１７：００ 

・期間：令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで 

・延べ相談件数：１５６件（うちＤＶ相談件６９件） 

●婦人相談員、母子・父子自立支援員の研修・会議の参加により、相談員の資質の

向上に努めた。 

・婦人相談員：研修会５回 

・母子・父子自立支援員：研修会１回 

成果・課題 
・相談者に対し、より適切な指導を行えるようになった。 

・庁内外の関連機関との連携をより強める。 

今後の取組 ・支援を必要とする人に対して適切に支援できるように、関連機関との連携を図る。 

 

具体的施策１２ DV被害者の自立に向けた支援の充実 

事業番号 ５５ 
関係課会議における被害者支援の検討／就業支援や法的支援

など必要に応じた情報提供 
市民協働推進課 

実施状況 

●ＤＶ被害者支援関係課の職員を対象とした連携会議を開催した。 

  佐賀県ＤＶ総合対策センター所長によるＤＶ被害者支援についての講演や、各課

からの報告等を行い、ＤＶ被害者支援のための情報共有を行った。 

成果・課題 
・庁内連携会議を開催し、関係課で連携してＤＶ被害者の支援をできるよう情報共有

を図ることができた。 

今後の取組 ・毎年度１～２回、庁内連携会議を開催し、関係課で情報共有を図る。 

 
事業番号 ５６ 市営住宅への優先入居等の被害者支援 建設課 

実施状況 
●市営住宅への優先措置（ひとり親・ＤＶ被害者対象） 

特定目的住宅として、ひとり親世帯向２１戸・多子世帯向９戸を確保している。 

成果・課題 ・新たにひとり親世帯を１戸確保した。 

今後の取組 ・福祉部局と連携を取りながら対応していきたい。 

 

具体的施策１３ 早期発見と防止対策につながる体制整備 

事業番号 ５７ 市民相談における早期発見 市民協働推進課 

実施状況 

●多重債務や家庭内のトラブル等の相談を受ける際には、相談者の言動に注意を払

い、ＤＶ被害者の早期発見に努めた。ＤＶ被害が疑われる場合は、庁内の関係部署

と連携し、専門の相談機関等に関する情報提供と被害者の安全確保を図った。 

成果・課題 
・ＤＶ被害と疑われる場合は関係部署と連携することで早期発見と安全確保につなが

っている。 

今後の取組 ・関係部署と連携し、被害者の安全確保に努める。 
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事業番号 ５８ 要保護児童等対策地域協議会の開催 こども育成課 

実施状況 
●要保護児童等対策地域協議会（個別ケース会議）により、要保護児童、ハイリスク

家庭へ適切な対応を行った 

成果・課題 

・児童虐待が生じる家庭は、経済問題、夫婦関係の問題など、多様な問題が複合

的、連鎖的に作用し、構造的背景を持っていることが多い。虐待の要因を的確に捉

え、関係機関が一体となった積極的な支援が必要である。 

今後の取組 ・関係機関との連携を図り、早期発見・早期対応に努める。 

 

事業番号 ５９ 家庭児童相談システムの運用 こども育成課 

実施状況 ●関係課の相談情報を一括管理し、情報共有を図った。 

成果・課題 
情報共有を図るにあたり、相談者の承諾等が必要であるが同意が得られない場合が 

ある。 

今後の取組 関係課の相談情報を一括管理し、情報共有を図りながら適正な運用に努める。 

 

事業番号 ６０ 各種相談・健診での早期発見 健康増進課 

実施状況 

●訪問事業  

・保健師や助産師によるこんにちは赤ちゃん訪問や育児支援訪問においてＤＶを意

識した問いかけを行っている。 

・母子保健推進員の訪問時ＤＶ等の相談の報告があった場合には、関係機関と連

携し早期発見や防止の対策を行っている。 

●健診事業 

・１歳６か月児健診、３歳児健診においては、問診票のチェック、保護者との面接で

早期発見に努めている。 

・こども育成課や保育所、幼稚園などから事前に情報提供があった場合、１歳６か

月児健診、３歳児健診において特に意識して対応している。 

●啓発事業 

ほやほや教室での相談や育児相談等でＤＶや児童虐待など意識しながら対応し

ている。 

●関係機関との連携 

ＤＶ被害の疑いがある場合は、こども育成課や関係団体に情報を提供し連携をと

っている。 

成果・課題 
・乳幼児の訪問や幼児健診、育児相談等でＤＶに関する相談があり対応した。 

・取組により早期発見等に成果があった。 

今後の取組 ・引き続き、事業を実施する。 

 

事業番号 ６１ 園児・児童・生徒被害防止対策会議の開催 学校教育課 

実施状況 

●園児・児童・生徒被害防止対策会議を２回開催 

・１回目 ７月４日（火)  

・２回目 ２月７日(火)   

・市内保育園、幼稚園、小学校、中学校、警察、防犯協会、こども育成課、教育総

務課、校長会の代表 

・被害防止対策に係る講話や各小学校区での情報交換を実施。 

成果・課題 
・幼稚園、保育園、小学校、中学校間で、被害防止について共通認識を深めることが

できた。 

今後の取組 ・日常的な相互の連携や警察等、関係機関との連携を強化し、被害防止に努める。 
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具体的施策１４ 関係機関との連携の推進 

事業番号 ６２ 
ＤＶ支援機関連携会議への出席／保健福祉事務所で開催され

るケース会議等への出席 

市民協働推進課 

こども育成課 

実施状況 

【市民協働推進課】 

●担当職員の研修（再掲） 

女性の様々な相談に適切に対応するため、各種会議及び研修会へ積極的に参

加した。 

  佐賀県ＤＶ関係連携会議：１回、研修会：１回 

【こども育成課】 

●婦人相談員、母子・父子自立支援員の研修・会議の参加により、相談員の資質の

向上に努めた。（再掲） 

・婦人相談員：研修会５回 

・母子・父子自立支援員：研修会１回 

成果・課題 

・各種研修会や会議に参加することで、ＤＶを取り巻く複雑な状況への認識が深まり、

適切な対応と二次被害防止に対する意識が高まり、相談者に対し、より適切な指導

を行えるようになった。 

・庁内外の関連機関との連携をより強める。 

今後の取組 
・支援を必要とする人に対して適切に支援できるように、各種会議及び研修会に参加

し、関連機関との連携を図る。 

 

事業番号 ６３ ＤＶ被害者支援マニュアルに基づく支援／関係課会議の開催 
市民協働推進課 

こども育成課 

実施状況 

【市民協働推進課】 

●ＤＶ被害者の相談、保護、自立支援等の体制について、関係窓口における被害者、

加害者の対応方法や、連携のあり方について、まとめたＤＶ被害者支援マニュアル

の見直しを行い、各課へ配布し、マニュアルに基づいた支援を依頼した。 

成果・課題 ・マニュアルに基づき、ＤＶ被害者に対し、スムーズに必要な支援を行った。 

今後の取組 ・随時、見直し等を行い、ＤＶ被害者に対し、必要な支援を行う。 
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基本目標３ 男女が生き生きと働きともに支える社会づくり 
 

数値目標 
実績 

（R3） 

実績 

（R4） 

実績 

（R５） 

目標 

（Ｒ14） 

女性委員のいない市の審議

会等の数 

（市民協働推進課） 

５ ４ ６ ０ 

市の審議会等の女性委員の

割合 

（市民協働推進課） 

40.5% 39.2% 38.２％ 40% 

 

主要施策１ あらゆる分野での男女共同参画の促進 
 

具体的施策１５ 市の審議会等への女性の参画促進 

事業番号 ６４ 女性人材リストの充実 市民協働推進課 

実施状況 

●市報やホームページによる女性人材リスト登録者の募集を行ったが、今年度は新規

登録はなかった。 

・女性人材リスト登録者数：２９人（令和５年度末時点） 

成果・課題 ・人材情報の収集と人材の活用を進める。 

今後の取組 
・引き続き、市報・ホームページ等による人材の募集を行い、各課へ女性人材リストの

周知を行い人材の活用を進める。 

 

事業番号 ６５ 審議会等への女性参画促進のための指針等の周知 総務課 

実施状況 

●審議会委員等への女性の参画率の目標数値である 40％の達成に向け、各課へ

周知を行った。 

 女性の審議会への参画率：３８．２％ 

成果・課題 

・前年度の３９．２％から１ポイント減少し、各種審議会の改選の際の事前協議などして

向上に努めたが、女性の参画率の目標値の４０％を達成できなかった。 

・女性委員のいない市の審議会等の数は前年度の４つから２つ増え６つになった。 

今後の取組 ・引き続き周知を図るとともに、事前協議等を徹底し、目標達成に努める。 

 

事業番号 ６６ 審議会等委員への女性参画推進 関係各課 

令和４年度 

実施状況 

●女性委員の参画推進を図るため、審議会等新設時及び改選時における事前協議

を実施した。 

女性委員の参画率 令和４年度末時点：３９．２％ 

 令和５年度末時点：３８．２％ 

成果・課題 ・委員の退任に伴う改選の結果、昨年の参画率を下回った。 

今後の取組 ・令和６年度の改選に際しては、一層の女性の参画推進を図る。 

 

事業番号 ６７ 
審議会等の委員の改選期等における女性参画についての事前

協議／審議会等への女性参画状況調査及び公表 
市民協働推進課 

実施状況 

●女性委員の登用拡大を図るため、審議会等新設時及び改選時における事前協議

を実施した。 

●令和５年度末の審議会等への女性の参画状況は、３８．２％であった。 

 審議会等総数：５８ 

 委員総数：７７０人（うち女性２９４人） 

成果・課題 
・前年度の３９．２％から１ポイント減少し、目標値は達成できなかった。 

・同じ人が複数の審議会等の委員であるケースも多く、多様な女性の参画が課題であ

る。 

今後の取組 
・引き続き改選期を迎える審議会等の所管課と事前協議を行い、女性の参画推進を

図る。 
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具体的施策１６ 行政分野における改策・方針決定過程での女性の参画推進 

事業番号 ６８ 女性職員の管理職への登用 総務課 

実施状況 

●令和５年４月に新たに課長補佐級に４人、７月に新たに次長級に１人、課長補佐級

に１人、係長級に２人の女性の登用を行った。 

●男女の区別なく、個々の能力に応じて人員配置を行った。 

成果・課題 
・８人の女性職員の登用を行った。 

・適正な配置を行った。 

今後の取組 ・引き続き、男女の区別なく、適正な人員配置に努める。 

 

事業番号 ６９ 職員の能力開発研修への参加促進 関係各課 

実施状況 ●各種研修やプロジェクト等は、男女問わず全ての職員が均等に参加している。 

成果・課題 ・女性が研修の機会を得やすい職場づくりができている。 

今後の取組 ・引き続き、女性が研修の機会を得やすい職場づくりに努める。 

 

事業番号 ７０ 職員の能力開発研修への参加促進 総務課 

実施状況 

●市町村振興協会主催の研修に計９５人が参加した。（第１部研修～第３部研修、新

任係長研修、新任課長研修、議会答弁書作成研修、クレーム対応研修等） 

●国土交通省主催の管内研修に計５人が参加した。（用地事務（普通）研修、災害査

定研修等） 

●市町村職員中央研修所及び全国市町村国際文化研修所主催の研修に計３人が

参加した。（ICTによる情報政策、市町村税徴収事務等） 

●市が主催した階層別、能力開発研修に計３５７人が参加した。（主体性研修、業務

改善研修、リーダーシップ研修） 

成果・課題 ・個々の能力向上 

今後の取組 ・引き続き、職務・職階に応じた研修を行い、個々の能力の向上に努める。 

 

具体的施策１７ 就業の場における男女共同参画の促進 

事業番号 ７１ 起業に関する情報提供／就職に関する情報提供 商工振興課 

実施状況 

●市産業支援相談室を設置し、創業希望者や創業後間もない創業者からの各種相

談に対し、各種支援制度の紹介や助言等を行った。 

●関係機関が開催するセミナー等の市報及び市ホームページへの掲載、ポスター掲

示、パンフレットの配置（商工振興課窓口、市民コーナー、市産業支援相談室、商

工会議所、市民活動センター等） 

・佐賀職業能力開発促進センター（職業訓練講座等）：市報掲載１２回 

・ハローワーク鳥栖、その他（就職相談会、セミナー等）：市ホームページ掲載 

・仕事と家庭の両立支援に関する情報（仕事と子育ての両立支援推進事業の取組

や労働相談に関する情報等）を市ホームページ及び市報に掲載 

成果・課題 
・市報やホームページを活用した情報提供により、市民・事業所への意識啓発を促し

た。 

今後の取組 ・引き続き、市報・ホームページ等により周知を図る。 
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事業番号 ７２ 再就職支援セミナーの開催／起業支援セミナーの開催 市民協働推進課 

実施状況 

●女性の再就職支援セミナーの開催 

  子育て中で、再就職や転職を希望する女性を対象に再就職支援セミナーを開催し

た。 

・日時：令和５年６月２８日(火)、９月２７日(火)、１２月１２日(月) 

・講師：古賀夏子さん（6/28・9/27）、田中 彩さん（12/12） 

・参加者：延べ３８人 

●ぷち起業セミナーの開催（再掲） 

・日時：令和５年９月１３日(水)・１１月２１日（火） 

・講師：松永幸子さん（9/13）、嘉村友里さん、新田美由紀さん（11/21） 

・参加者：延べ２４人 

成果・課題 

・再就職支援セミナーはハローワークとの共催により今年も３回開催し、多くの参加者に

参加してもらえた。 

・ぷち起業セミナーを令和５年度は新たに鳥栖商工会議所と共催して２回開

催した。商工会議所と共催することにより、効果的な周知広報と内容の充

実に繋げることができ、より多くの方に参加してもらえた。 

今後の取組 ・今後も、ハローワークや鳥栖商工会議所と連携をとりながらセミナーを開催する。 

 

事業番号 ７３ 関係機関と協力した自営業者等への啓発 商工振興課 

実施状況 

●鳥栖商工会議所、鳥栖商工会議所女性会への情報提供及び情報交換 

・佐賀労働局が主催する労働条件・トラブルに関する相談会等について、ポスター

や市報により周知を図った。 

・鳥栖商工会議所女性会の総会に参加し、情報交換を行った。 

※鳥栖商工会議所女性会（再掲） 

・会員数：３５人（令和６年１月２２日現在） 

・活動内容：経営セミナーなど経営、労務、税務、その他の講習会の開催 

成果・課題 ・鳥栖商工会議所に加入していない自営業者等への啓発を促進する。 

今後の取組 
・鳥栖商工会議所に加入していない自営業者等への啓発を促進するため、引き続き

ポスターや市報により周知を図る。 

 

事業番号 ７４ 家族経営協定の推進／関係機関と協力した農業者への啓発 農林課 

実施状況 
●農業委員会、農業改良普及センターと連携し、家族経営協定の推進を図った。 

 令和５年度：１件 

成果・課題 ・優良事例を紹介するなど、制度の更なる周知が必要である。 

今後の取組 ・制度の周知に努める。 

 

事業番号 ７５ 
関係機関と協力した事業所等への啓発／関係機関との意見交

換会 
市民協働推進課 

実施状況 
●市ホームページで、ワーク・ライフ・バランスに関するページを作成し、両立支援に関

する制度等について紹介した。 

成果・課題 ・市ホームページで啓発を行い、市民へ広く啓発を行った。 

今後の取組 ・セミナー等の開催時や、市ホームページ上で啓発を行う。 
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事業番号 ７６ 女性の活躍推進に向けた企業の取組促進 
市民協働推進課 

商工振興課 

実施状況 

【市民協働推進課】 

●市のホームページにて、女性の活躍推進佐賀県会議の会員登録の募集の記事を

掲載している。 

【商工振興課】 

●鳥栖商工会議所、鳥栖商工会議所女性会への情報提供及び情報交換 

・厚生労働省が主催する女性活躍推進シンポジウム等について、チラシの設置（市

商工振興課窓口）により周知を図った。 

・鳥栖商工会議所女性会の総会に参加し、情報交換を行った。 

※鳥栖商工会議所女性会（再掲） 

・会員数：３５人（令和６年１月２２日現在） 

・活動内容：経営セミナーなど経営、労務、税務、その他の講習会の開催 

成果・課題 
・事業所等に対し、女性の活躍推進に向けた啓発を促進する。 

・鳥栖商工会議所に加入していない自営業者等への啓発を促進する。 

今後の取組 

・様々な媒体を活用して、事業所等に対する啓発を行う。 

・鳥栖商工会議所に加入していない自営業者等への啓発を促進するため、引き続き

チラシ等により周知を図る。 

 

事業番号 ７７ 男女共同参画に関わるテーマを設定した職員研修の実施 
市民協働推進課 

総務課 

実施状況 

【市民協働推進課】 

●女性のための政策参画セミナーの開催（再掲） 

日時：令和６年２月１４日(水) 

演題：女性の参画が地域を変える～思い込まず、思い続ける～ 

講師：池田 宏子さん 

参加者：１８人 

   対象者：男女共同参画行政推進会議推進委員 

【総務課】 

●新規採用職員を対象に、男女共同参画に関する研修を実施した。 

  参加者：２２人 

成果・課題 

・男女共同参画社会の推進に関わる市民や職員を対象に、理解を深めてもらう機会

になった。 

・男女共同参画への理解を深めてもらう機会になった。 

今後の取組 
・引き続き、研修機会を提供する。 

・引き続き、新規採用職員研修時に男女共同参画に関する研修を行う。 

 

事業番号 ７８ 
男女共同参画推進のためのガイドブックの充実／男女共同参画

推進デーを利用した理解の促進 
市民協働推進課 

実施状況 

●「男女共同参画推進デー」を推進している。職員一人ひとりが男女共同参画につい

て意識する日とし、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進日としても位

置づけ毎月実施している。 

成果・課題 ・引き続き、職員に対する意識付けが必要である。 

今後の取組 
・庁内ネットワークによる周知に加え、更に職員の意識啓発を図るような取組を検討す

る。 
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主要施策２ 男女が働きやすい労働環境の整備 
 

具体的施策１８ 仕事と家庭の両立支援の充実 

事業番号 ７９ 市内企業等への啓発や意見交換 商工振興課 

実施状況 

●鳥栖商工会議所、鳥栖商工会議所女性会への情報提供及び情報交換（再掲） 

・佐賀労働局が主催する労働条件・トラブルに関する相談会等について、ポスター

や市報により周知を図った。 

・鳥栖商工会議所女性会の総会に参加し、情報交換を行った。 

※鳥栖商工会議所女性会 会員数：３６人（令和６年１月２２日現在） 

活動内容：経営セミナーなど経営、労務、税務、その他の講習会の開催 

成果・課題 ・鳥栖商工会議所に加入していない自営業者等への啓発を促進する。 

今後の取組 
・鳥栖商工会議所に加入していない自営業者等への啓発を促進するため、引き続き

ポスターや市報により周知を図る。 

 

事業番号 ８０ 
労働に関する法制度やワーク・ライフ・バランスの啓発／仕事と家

庭等のバランスに配慮する事業所の事例紹介 
市民協働推進課 

実施状況 

●市ホームページで、ワーク・ライフ・バランスに関するページを作成し、両立支援に関

する制度等について紹介した。 

●家庭での男女共同参画についてのパンフレットを作成し、セミナー開催時に配布し

た。また、ホームページにも掲載し、広く啓発を行った。（再掲） 

成果・課題 ・パンフレット作成や市ホームページで啓発を行い、市民へ広く啓発を行った。 

今後の取組 ・セミナー等の開催時や、市ホームページ上で啓発を行う。 

 

事業番号 ８１ 
仕事と家庭の両立支援に向けた企業の取組促進 市民協働推進課 

商工振興課 

実施状況 

【市民協働推進課】 

●市ホームページで、ワーク・ライフ・バランスに関するページを作成し、両立支援に関

する制度等について紹介した。（再掲） 

【商工振興課】 

●仕事と家庭の両立支援に関する情報の市報及び市ホームページへの掲載、ポスタ

ー掲示、パンフレットの配置（商工振興課窓口） 

成果・課題 
・市ホームページで啓発を行い、市民へ広く啓発を行った。 

・市報・ホームページを活用した情報提供により、事業所への意識啓発を促した。 

今後の取組 
・セミナー等の開催時や、市ホームページ上で啓発を行う。 

・引き続き、市報・ホームページ等により周知を図る。 

 

事業番号 ８２ 
男性職員の育児休業出産補助休暇等の取得の周知／職員のノ

ー残業デーの推進／職員の育児短時間勤務制度の活用 
総務課 

実施状況 

●子育て支援、職員の健康管理の観点から、ノー残業デーの徹底を図るとともに、週

休日振替等の運用を図った。 

●「にこにこいきいき育児支援プログラム」と「鳥栖市における女性職員の活躍の推進

に関する特定事業主行動計画」を一体化した「鳥栖市特定事業主行動計画」（実

施期間：令和４～７年度）の職員への周知を行い、男性職員が育児休業を取得しや

すい環境づくりに努めるとともに、働き方の改革に向けた取り組みを行うこととし、時

間外勤務時間の縮減に努めた。 

成果・課題 ・引き続き、時間外勤務時間の縮減及び振替の徹底が必要である。 

今後の取組 ・両立支援等に係る情報提供を行いながら、時間外勤務時間の縮減を図る。 
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事業番号 ８３ 職員の男女共同参画推進デーの推進 市民協働推進課 

実施状況 

●職員の男女共同参画に対する意識を高めるために、「男女共同参画推進デー」を

推進している。職員一人ひとりが男女共同参画について意識する日とし、仕事と生

活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進日として毎月実施している。（再掲） 

成果・課題 ・引き続き、職員に対する意識付けが必要である。 

今後の取組 
・庁内ネットワークによる周知に加え、更に職員の意識啓発を図るような取組を検討す

る。 

 

具体的施策１９ 男性の家事・育児への参加促進 

事業番号 ８４ 子ども会等への参加促進 生涯学習課 

実施状況 
●令和５年度においては実施無し。 

 

成果・課題 男性の研修については行えていない。 

今後の取組 今後、研修等を行うよう検討する 

 

事業番号 ８５ 父親向への育児関連情報の提供 こども育成課 

健康増進課 

実施状況 

●ほやほや教室 

  生後２か月児と保護者を対象に、乳児健診や予防接種の受け方の説明、個別の

育児相談を実施した。（再掲） 

・開催回数：年間２３回  

・参加者数：８８８人（内、父親５０人） 

●ぴよぴよ教室 

  生後４か月から６か月までの乳児の保護者を対象に、管理栄養士が離乳食の話と

離乳食の試食を実施した。（再掲） 

・開催回数：年間１２回 

・参加者数：３０６人（内、父親２１人） 

・上記事業のほか、市社協主催事業「パパっこクラブ」等の父親向け事業についても、

こども育成課の子育て応援情報誌に掲載するなど、情報発信を行っている。 

成果・課題 ・父親も参加できるようにしているため、家族で育児を行う支援につながっている。 

今後の取組 ・引き続き、教室を開催し、情報発信も行っていく。 

 

事業番号 ８６ 授業参観等への参加促進／教職員への育児休業の取得の周知 学校教育課 

実施状況 

●各小中学校で授業参観等を開催し、父親の育児参加を促した。 

●配偶者の就労の有無にかかわらず、男性教職員の育児参加を促進するため、育児

休業制度について周知を図るともに、家事への積極的な参加を促した。 

成果・課題 
・授業参観等への父親の参加が多く見られた。 

・育児休業の活用もあり、家事参加の促進につながった。 

今後の取組 
・広報、啓発を通して、さらに授業参観等への参加を呼びかける。 

・育児休業制度の周知を一層図り、男性教職員の家事参加を促す。 
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事業番号 ８７ 男性の家事参加を促す講座の開催 市民協働推進課 

実施状況 

●まちづくり推進センター主催事業の開催 

 男性が気兼ねなく料理を学べるように初心者向けの男性を中心とした料理教室をま 

ちづくり推進センターにおいて開催した。 

   若葉まちづくり推進センター：若葉モノ作り教室「男の料理教室」（１回） 

                     参加者数：８人 

●男性への家事参加を促進するため、男性を対象とした料理教室を開催した。 

・日時：令和５年８月１９日（土） 

・協力：佐賀翼の会 

・参加者：１９名 

成果・課題 

・簡単にできる栄養バランスの良い食事法を学び、初心者でも料理できる喜びを味わ

った。 

・親子での参加者も多く、男性や子どもに対し家事参加について考える機会になった。 

今後の取組 

・講座のテーマや内容の充実に努める。 

・引き続き、男性の料理教室を開催し、男性や子どもに対し、料理の楽しさや家事参画

の必要性について理解してもらう機会を提供する。 

 

  



31 

（１）仕事と家庭の両立支援の充実（具体的施策１８） 

①市役所における育児休業取得者の男女別割合 

※年度をまたいで取得している場合は、初めて取得した年度に計上しています。 

 
R３年度 R４年度 R５年度 

取得者数・率 職員数 取得者数・率 職員数 取得者数・率 職員数 

女性 
21/21人 

（100％） 
1９５人 

17/17人 

（100％） 
１９２人 

9/9人 

（100％） 
１９７人 

男性 
3/9人 

（33.3％） 
2７９人 

10/21人 

（47.6％） 
２８４人 

5/10人 

（50％） 
２８４人 

合計 
24/30人 

（80％） 
4７４人 

27/38人 

（71.1％） 
４７６人 

14/19人 

（73.7％） 
４８１人 

 

②市役所における介護休業取得者の男女別割合 

※短期介護休暇取得者を除いています。 

 
Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 

取得者数 職員数 取得者数 職員数 取得者数 職員数 

女性 0人 １９５人 0人 １９２人 ０人 １９７人 

男性 0人 2７９人 0人 2８４人 ０人 ２８４人 

合計 0人 4７４人 0人 ４７６人 ０人 ４８１人 

 

（２）女性職員の登用推進（具体的施策１６） 

①市役所における女性の管理監督職登用状況 

 
R３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 

職員数 
うち女性

職員数 
比率 職員数 

うち女性 

職員数 
比率 職員数 

うち女性 

職員数 
比率 

部長級 ９人 １人 11.1％ ８人 1人 12.5％ ８人 ０人 0.0.％ 

次長級 １４人 2人 14.3％ 1６人 ３人 18.8％ １４人 ３人 21.4％ 

課長級 ３２人 ６人 18.8％ 3４人 6人 17.6％ ３３人 ４人 12.1％ 

課長 

補佐級 
３８人 7人 18.4％ 3５人 ８人 22.9％ ４２人 １２人 28.6％ 

係長級 4８人 ２１人 43.8％ ５１人 20人 39.2％ ４９人 １７人 34.7％ 

※各年度４月１日現在（教育長を含まない） 

 

 

 


